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「春の全国交通安全運動」が次の実施要綱により実施されます。つきましては、各事業所におか

れましても交通事故防止の徹底が図られますようご協力をお願いいたします。 

期間 

４月６日（木）～１５日（土）の１０日間 

※交通事故死ゼロを目指す日 平成２９年４月１０日（月） 

全国交通安全運動の基本・重点項目 

１．運動の基本 

｢子供と高齢者の交通事故防止～事故にあわない、おこさない～｣ 

２．運動の重点 

（１）歩行中・自転車乗車中の交通事故防止（自転車については、特に自転車安全利用五則の周

知徹底） 

（２）後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用 

の徹底 

（３）飲酒運転の根絶 

（４）二輪車の交通事故防止（本県重点） 

 

 

 

 

標記について、関東運輸局山梨運輸支局長から下記のとおり通知がありましたので、お知らせし

ます。 

１．整備管理者とは  

一定台数以上のバス、大型トラック又は事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使

用の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、自動車

の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させなければなりません。 

２．整備管理者の選任が必要な自動車使用者 

整備管理者の選任が必要な使用の本拠は、次表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 実施日 

（第１回）平成２９年 ４月１９日（水） （第２回）平成２９年 ５月１７日（水） 

（第３回）平成２９年 ７月 ５日（水） （第４回）平成２９年 ９月 ６日（水） 

〓業界情報〓 

平成 29 年度 整備管理者 選任前研修の実施について 

春の全国交通安全運動について 
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（第５回）平成２９年１０月１８日（水） （第６回）平成２９年１１月 ８日（水） 

（第７回）平成３０年 １月１７日（水） （第８回）平成３０年 ３月 ７日（水） 

４．時間（各実施日共通） 

受付時間 １３：００～１３：３０   研修時間 １３：３０～１５：４０ 

５．会場 

山梨運輸支局 ２階会議室（定員 ３０名）（山梨県笛吹市石和町唐柏１０００－９） 

６．受講対象者 

整備管理者として選任を予定されている方。 

  ※次の条件の方は受講する必要がありません。 

   ・過去に整備管理者選任前研修を受講し修了証を受領した方。 

   ・自動車整備士の資格をお持ちの方。 

７．申込方法 

   研修実施日の１週間前まで（必着）に「整備管理者選任前研修受講申込書」（山梨運輸支局ＨＰ）

を作成の上、下記の申込先へＦＡＸして下さい。 

（※当日の申し込みは受理できません。） 

なお、定員を超えた場合は、次回の受講として、受講日変更の通知を致します。 

８．申込先  山梨運輸支局 ＦＡＸ ０５５－２６３－１４１８ 

（ＴＥＬ ０５５－２６１－０８８２） 

９．受講料   無料 

10．携行品 

① 運転免許証等本人確認ができるもの  ② 筆記用具 

※山梨運輸支局ホームページ（整備管理者関係） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_yamanasi/seibi_about.html 

 

 

 平成 29 年 3 月 9 日午後 3 時 10 分ごろ、大阪府の自動車分解整備事業場において、大型トラック

の整備中に下敷きとなる死亡事故が発生しました。 

 ニュース報道（下記参照）によりますと、男性工員（38）が大型トラックの底部にもぐり整備作

業している際、別の工員が電気系統の点検をするため、大型トラックのエンジンを始動させたとこ

ろ車体が下がり男性工員が車体に挟まれ死亡したとのことです。 

 つきましては、エンジンの始動、リフト等による車両の昇降の際等は、声を掛けるなど事故防止

を図るよう、よろしくお願い致します。 

【ニュース報道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備作業中の事故について（平成 29 年 3 月 9 日発生） 
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 国土交通省では、車検切れ等により無車検となっている車両の使用者に対して注意喚起ハガキの

送付等、無車検運行をすることがないよう注意喚起を行っておりますが、今般、同省では自動車使

用者に対して、車検実施時期のうっかり忘れ等がないよう、車検ステッカーや車検証の有効期間を

ご確認いただく旨、下記のとおりプレスリリースを行いましたので、お知らせ致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無車検車両の使用者に対する注意喚起について 
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標記について、関東運輸局山梨運輸支局長から下記のとおり通知がありましたので、お知らせしま

す。 

 

国土交通省では、軽井沢スキーバス事故の発生を踏まえ、平成２８年６月にとりまとめた｢安全・

安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策｣に基づき、貸切バス事業者に対し、運転者

へのドライブレコーダーを活用した指導及び監督を平成２９年１２月より義務付けるとともに、

｢ドライブレコーダーにより記録すべき情報及びドライブレコーダーの性能要件を定める告示｣を

定め、告示に適合するドライブレコーダーの装着について、以下のとおり義務付けることとなりま

した。 

 

・新車について、平成２９年１２月１日より、ドライブレコーダーの装着を義務付ける。 

･登録車について、平成３１年１２月１日より、装着を義務付ける。 

･平成２９年１２月１日時点で既に一定の要件を満たしたドライブレコーダーが装着されている場

合、平成３６年１１月３０日までの間、これを使用することが可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸切バスに対するドライブレコーダー装着義務付けについて 
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標記について、関東運輸局山梨運輸支局長から下記のとおり通知がありましたので、お知らせしま

す。 

 国土交通省では、貨物自動車運送事業者に対し、以下の事項について周知徹底を図っています。 

・事業用貨物自動車に係る運行記録計の装着義務付けの範囲は、｢車両総重量７トン以上又は最大

積載量４トン以上｣に拡大されていること。 

・本義務付け拡大の開始は、新車にあっては既に平成２７年４月１日から、使用課程車にあっては

平成２９年４月１日からであること。 

・貨物自動車運送事業者の運行記録計による記録違反は、車両使用停止処分等の対象となること。 

以上のとおり、平成２９年４月１日以降は、｢車両総重量７トン以上又は最大積載量４トン以上｣の

事業用貨物自動車には、全て運行記録計が備え付けられている必要がありますので、よろしくお願

い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業用貨物自動車に係る運行記録計装着義務付けの拡大について 



 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グッドライダー・防犯登録制度の普及促進について 
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関係団体人事異動について

【独立行政法人自動車技術総合機構山梨事務所】
氏　名

大森　伸二

日原　照幸

藤本　孝之

田辺　新司

松田　康宏

金原　有作

久保田　恭平

藤坂　真生

茨城運輸支局　　運輸企画専門官　（保安） 関東検査部山梨事務所検査官補

新所属先 旧所属

野田自動車検査登録事務所長 関東検査部　山梨事務所長

関東検査部足立事務所　主席自動車検査官 関東検査部山梨事務所　主席自動車検査官

関東検査部　山梨事務所長 軽自動車検査協会　山梨事務所長

関東検査部山梨事務所　自動車検査官補 釧路運輸支局　首席陸運技術専門官付

軽自動車検査協会　愛知事務所　上級検査員関東検査部山梨事務所　自動車検査官

北海道検査部　自動車検査官 関東検査部山梨事務所　自動車検査官

関東検査部山梨事務所　自動車検査官 関東検査部神奈川事務所　自動車検査官

【軽自動車検査協会　山梨事務所】

氏　名

日原　照幸

木村　健二

西山　友視

中山　亨

軽自動車検査協会　神奈川事務所  相模支所
業務課検査員

軽自動車検査協会　山梨事務所
業務課検査員

軽自動車検査山梨事務所長

自動車技術総合機構山梨事務所長

新所属先 旧所属

軽自動車検査協会　青森事務所
業務課主任検査員

八王子自動車検査登録事務所 陸運技術専門官

軽自動車検査協会　山梨事務所
業務課検査員

軽自動車検査協会 山梨事務所長

【関東運輸局山梨運輸支局】

氏　名

五十嵐　康夫

遠藤　修次

佐瀬　直人

渡辺　太朗

八代　匡章

依田　賢治

青木　岳裕

桐澤　雄太郎

内崎　聖也

青澤　正幸

山梨運輸支局首席陸運技術専門官付（整備） （新規採用）

山梨運輸支局長

神奈川運輸支局長

川崎海事事務所長

山梨運輸支局首席運輸企画専門官付
（輸送監査）

山梨運輸支局運輸企画専門官（登録）

神奈川運輸支局運輸企画専門官（監査）

八王子自動車検査登録事務所運輸企画専門官
（登録）

山梨運輸支局陸運技術専門官（検査）

退職

関東運輸局自動車技術安全部整備課長

新所属先 旧所属

山梨運輸支局首席運輸企画専門官（企画調
整）

山梨運輸支局首席運輸企画専門官（企画調整） 関東運輸局観光部国際観光課長補佐

山梨運輸支局長

山梨運輸支局首席運輸企画専門官付（輸送監査） （新規採用）

自動車事故対策機構山梨支所チーフ 山梨運輸支局運輸企画専門官（登録）
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【相談】 

内容：クラッチ不良の原因説明が担当者により変わるのはおかしい 

相談日：平成２７年１２月１０日 

・車名：乗用車  ・登録年月：平成２６年９月  ・走行距離：２６，０００ｋｍ 

先日、１年点検を販社系整備工場に依頼したが、点検直後から加速が遅れるような感じで調子が悪

くなった。整備工場に再度入庫させ確認して貰うと、クラッチ不良と診断され保証対象外と言われ

た。路上テストの際、同乗したメカニックはこの乗り方で壊れるのはおかしいと言うが、次の担当

者は壊れるものは壊れると気に障る言い方をされた。 壊れて有償修理は、やむを得ないかもしれ

ないが、説明が担当により変わるのはおかしいのではないか。納得が出来ない。分解をしないにも

関わらず、決めつけて見積りをすることは不自然に思うが、運転歴８年でＭＴ歴が６年あり素人で

はないのでクラッチ操作に問題はないと思っている。どうにかならないのか。 

 

【対応】 

相談者には、｢クラッチディスクやブレーキパット等は、程よく摩耗させることによりスムースで

快適な走行をさせる側面もありますので、運転履歴や運転技術だけで判断されるものでもないと思

われます。ディスクは消耗品ですから基本的に保証の対象にはならないと思いますが、ディスクの

材質や構造的な不良個所があれば特別な対応がされる場合もあります。また、国土交通省の〔不具

合情報〕コーナーで同様な症状が発生しているか確認することが可能ですし、情報提供することも

できます｣と説明した。更に、｢メカニックの対応ですが、同乗走行の結果の感覚と、一方、次の担

当者は症状からの結果を説明しようとしたものと思います。点検の際、クラッチの作用確認は走行

テスト時にクラッチとアクセルのペダル操作での判断やクラッチペタルの遊びの変化等から判断

されると思います｣と説明した。また、メカニックの対応の違いについては意見、要望があったこ

とは工場側に話ができる旨伝えた。相談者は週末、工場側と話し合う予定とのこと。場合によって

再度連絡するとのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例 Vol.63 
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検査標章の変更に伴う対応について 
トヨタ自動車株式会社 

 

'17 年 1 月より検査標章が変更されましたが、トヨタの一部車種において、フロントガラ
ス上部の遮光セラミックコート部に検査標章を貼るための“貼付用窓”を設けており、新
検査標章を貼付した場合に、標章の一部が隠れ見えにくくなってしまう恐れがあるため、
お客様へ貼付位置を変更いただくよう、注意喚起をお願いいたします。 

また、“貼付用窓”への誤貼付を防止するための「ウィンドシールドガラスシール」をト
ヨタ純正品として用意いたしました。全国トヨタ部品共販店よりご購入が可能となります
ので、あわせてご案内いたします。 

 

 

■ 一部車種の現状 
一部車種（次頁対象車両）に、フロントガラス上部の遮光セラミックコート部に、検

査標章を貼るための“貼付用窓(30mm×30mm)”を設定 

 

 

 

 

 

①お客様が「新検査標章」を、これまで通り“貼付用窓”に貼った場合、検査標章の一
部が遮光セラミックコート部に隠れ、外側からは一部が見えなくなり、道路運送車両
法に抵触の恐れあり 

  

②“貼付用窓”が空いた状態の場合、お客様による新検査標章の誤貼付を誘発、また、
遮光性､見栄えが大きく低下 

 
■お客様へ注意喚起いただきたいこと 
 

新検査標章の貼付位置について、遮光セラミックコート部以外の場所へ貼っていただく
よう、ご説明ください。 
なお、貼付位置については、国土交通省ＨＰ「検査登録のしくみ」－「しくみ５:検査に
付帯する諸制度－検査標章（ステッカー）」をご参照ください。 

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikumi/sankou_041.htm 
 

整備インフォメーション
Vol. 72 
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■トヨタ純正品「ウィンドシールドガラスシール」の設定 
 

“貼付用窓”への誤貼付防止のため、トヨタ純正品「ウィンドシールドガラスシール」
の貼付けをお勧め(有償)いたします。 

      品  番 ： ５６１１９－２００３０ 
      品  名 ： シール、ウインドシールドガラス 

  購入場所 ： 全国トヨタ部品共販店 

■対象車両（※現在生産している車両に“貼付用窓”を設けている車種はありません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


